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Ⅶ 防災・安全措置（法第３３条第１項第７号）

開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地で

あるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。

令和５年度の宅地造成及び特定盛土等規制法（以下、盛土規制法）改正により、宅地造成工事規制区域内及び

特定盛土等規制区域内の都市計画法における開発許可において、盛土規制法の許可を受ける必要のある工事があ

る場合には、盛土規制法第１３条の技術的基準にも適合する必要があります。(令和７年１０月１日より運用開始)

盛土規制法の技術的基準は「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」（香川県土木部建築

指導課 開発・盛土規制室）（５ 許可基準、７ 土地の形質の変更（宅地造成及び特定盛土等）に関する工事の

技術的基準）を参照してください。

（法第３３条第１項各号を適用するについて必要な技術的細目）

施行令第２８条

法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第七号（法第三十五条の二第四項において準用

する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。

一 開発区域内の地盤が軟弱である場合には、地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土

の置換え、水抜きその他の措置が講ぜられていること。

二 開発行為によって崖が生じる場合においては、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その

がけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。

三 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生

じないように、地滑り抑止ぐい又は、グランドアンカーその他の土留（次号において「地滑り抑止ぐい等」

という。）の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。

四 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水の浸透による緩み、沈下又は崩壊が生じないように、お

おむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをロー

ラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の措置その

他の措置が講ぜられていること。

五 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面

とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。

六 開発行為によって生じた崖面は、崩壊しないように、国土交通省令で定める基準により、擁壁の設置、石

張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。

七 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、開

発区域内の地下水を有効かつ適切に排水することができるように、国土交通省令で定める排水施設が設置さ

れていること。

（排水施設の管渠の勾配及び断面積）

施行規則第２２条

２ 令第二十八条第七号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土をし

た土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水区域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効か

つ適切に排出することができる排水施設とする。

（がけ面の保護）

施行規則第２３条

切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メ

ートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけのがけ

面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部

分で、次の各号の一に該当するもののがけ面については、この限りでない。
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一 土質が次の表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの

土       質
擁 壁 を 要 し な い

勾 配 の 上 限

擁 壁 を 要 す る

勾 配 の 下 限

軟岩（風化の著しいものを除く。） ６０度 ８０度

風 化 の 著 し い 岩 ４０度 ５０度

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土そ

の 他 こ れ ら に 類 す る も の
３５度 ４５度

二 土質が前号の表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度をこえ同表の右

欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分。この場合において、前号に該

当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、同号に該当するがけの部分は存在せず、

その上下のがけの部分は連続しているものとみなす。

２ 前項の規定の適用については、小段等によって上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の

下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下

のがけを一体のものとみなす。

３ 第１項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要

でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他

の措置が講ぜられた場合には、適用しない。

４ 開発行為によって生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等

によって風化その他の浸食に対して保護しなければならない。

（擁壁に関する技術的細目）

施行規則第２７条

第二十三条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。

一 擁壁の構造は、構造計算、実験等によって次のイからニまでに該当することが確かめられたものであるこ

と。

イ 土圧、水圧及び自重（以下この号において「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されないこと。

ロ 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。

ハ 土圧等によって擁壁の基礎がすべらないこと。

ニ 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。

二 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な

場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水でき

る構造のものにあっては、この限りでない。

２ 開発行為によって生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法

施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百四十二条（同令第七章の八の準用に関する部分を除く。）の規

定を準用する。
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審 査 基 準

１．用語の定義

「がけ」 …… 地表面が水平面に対し３０°を超えて傾斜している土地で硬岩盤（風化の著しいものを除

く）以外のものをいう。

「がけ面」 …… がけの地表面

「がけ勾配」 …… がけ面の水平面に対する角度

        （ア）一体のがけ             （イ）二つのがけ

                       
（「開発許可制度の解説」（社）日本宅地開発協会）

２．地盤の措置

（１）地盤の安全性     地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置き換え、水抜

きその他の措置が講ぜられていること。

（２）がけ面の排水     開発行為によってがけが生じる場合には、がけの上端に続く地盤面は、特別の事

情がない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配がと

られていること。

（がけの上端に続く地盤面の水勾配）

水勾配

水勾配

水勾配
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（３）切土の安定      切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるとき

は、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又は、グランドアンカーそ

の他の土留めの設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。

（４）盛土の転圧      盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水の浸透による緩み、沈下又は崩

壊が生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛

り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械

を用いて締め固めるとともに必要に応じて地滑り抑止ぐい等の措置その他の措置が

講ぜられていること。

（５）盛土地盤の段切り   著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛

土とが接する面が滑り面とならないように段切りその他の措置が講ぜられているこ

と。

（６）地下水の排水      切土又は盛土をする場合において、地下水による崖崩れ又は、土砂の流出が生じ

るおそれがあるときは、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排水することができ

るように、国土交通省令で定める排水施設が設置されていること。

（盛土等防災マニュアルの解説（Ⅰ）（株）ぎょうせい）

(例1) 一般の場合

(例2）湧水が多い場合

透水性の材料（ふとんかご）

透水性の材料（ふとんかご）

段切り

排水勾配２～５％

１：４以上
表土剥ぎ取り

ジオテキスタイル等

表土剥ぎ取り

１：４以上

排水勾配２～５％（逆勾配）

段切り

防災小堤

傾斜地の盛土に当っては，現地

盤の勾配が１５°以上の場合

には、最小高さ５０cm、最小幅

１００cmで段切りを行うこと。

※ただし、谷埋め盛土造成の場合

は現地勾配に関係なく段切りを

行うこと。

最小高さ Ｈmini＝ ５０cm

最 小 幅    Ｂmini＝１００cm
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３．がけに関する技術的細目

（１）切土した土地の部分に生じる高さが２.０ｍをこえるがけ、盛土した土地の部分に生ずる高さが１.０ｍを

こえるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが２.０ｍを超えるがけのがけ面は、擁壁

でおおわなければならない。

  

切 土 又 は 盛 土

（２）切土した土地の部分に生ずることとなるがけ面については、次表に該当する場合に限り、のり面仕上げで

施工することができる。

法高

法面の土質

アＨ≦５ｍ

（がけの上端からの垂直距離）

イＨ＞５ｍ

（がけの上端からの垂直距離）

（ａ）軟岩（風化の著しい           

も の を 除 く ）
８０度（約１：０．２）以下 ６０度（約１：０．６）以下

（ｂ）風 化 の 著 し い 岩           ５０度（約１：０．９）以下 ４０度（約１：１．２）以下

（ｃ）砂利、真砂土、関東ロー

ム、硬質粘土、その他

こ れ ら に 類 す る も の

４５度（約１：１．０）以下 ３５度（約１：１．５）以下

（ｄ）上記以外の土質（岩屑，

腐植土、黒土、埋土、その他

これらに類するもの）

３０度（約１：１．８）以下 ３０度（約１：１．８）以下

    

① がけの高さが５ｍ以内で法面仕上げをする場合

② がけの高さが５ｍを超え法面仕上げをする場合
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４．がけの判断

都市計画法施行規則第16条第4項の表に、「がけ」とは、地表面が水平面に対し３０度を超える角度を成す

土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいう。

しかし、香川県建築基準法施行条例第4条にがけ付近の建築物の建築制限が規定されており、「がけ」とは、

傾斜度が３０度以上の土地で、その高さが３メートル以上のものと定義されている。（一般的にこの条文を「が

け条例」と呼んでいる。）

したがって、都市計画法と建築基準法において、「がけ」の考え方に若干の相違があるが、開発許可を受け

る目的は建築物等を建築するためであり、開発許可した土地においては、建築物の構造に関係なく建築できな

ければならないので、「がけ条例」に抵触していないことが開発許可条件となる。

一体のがけについても、都市計画法施行規則第23条第2項に規定されているが、「がけ条例」とは、考え方

が違うので注意すること。 （がけ条例の適用については建築指導部局と別途協議が必要となる。）

（例１）

（例２）

（例３）

（例４）

２．５ｍ

３．５ｍ

Ａ

Ｂ Ｃ

Ｄ
Ｅ

Ｆ

Ｇ

３０°

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｅ

Ｅ

Ｇ

Ｇ

Ｆ

３０°

３０°

３０°

３０°

３０°

３０°

３．５ｍ

３．５ｍ

３．５ｍ

２．５ｍ

２．５ｍ

２．５ｍ

開発許可  ＡＢＣＤＥで囲まれる部分は一体

のがけとみなす。（６ｍのがけ）

がけ条例  開発許可と同じ

開発許可  ＡＢＦ、Ｃ；ＤＧで囲まれる部分

は別々のがけとみなす。

（３．５ｍと２．５ｍのがけ）

がけ条例  ＡＢＣＤＥで囲まれた部分は一体

のがけとみなす。（６．０ｍのがけ）

開発許可  ＡＢＦ、ＣＤＧで

囲まれる部分は

別々のがけとみな

す。（３．５ｍと２．

５ｍのがけ）

がけ条例  ＡＢＦで囲まれた

部分はがけとみ

し、ＣＤＧはがけ

にならない。

（３．５ｍのがけ）

開発許可  ＣＤＧで囲まれる部分は

がけとみなす。

（２．５ｍのがけ）

がけ条例  ＡＢＣＤＧで囲まれた部

分は一体のがけとみなす。

（６．０ｍのがけ）
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５．がけ面の保護

都市計画法施行規則第 23 条にがけ面の保護の規定があり、擁壁でおおわなければならないがけは、次のと

おりである。一般的にこの規定により擁壁でおおう必要のあるがけに設置する擁壁を「義務擁壁」、擁壁でおお

う必要のないがけに設置する擁壁を「任意擁壁」と呼んでいる。

（１）切土をした土地の部分に生ずる高さが２ｍをこえるがけ。ただし、切土をした土地の部分に生ずることと

なるがけ又はがけの部分で擁壁を要しない勾配のものは、この限りでない。

（２）盛土をした土地の部分に生ずる高さが１ｍをこえるがけ。

（３）切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが２ｍをこえるがけ。

＊ 土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確

かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜ

られた場合には、適用しない。

(例1) 擁壁でおおう必要のあるがけ

切土、盛土して生じたがけが①②③に該当する場合

(例2) 擁壁でおおう必要のないがけ

２ｍをこえる切土、１ｍをこえる盛土をしても、生じたがけが①②③に該当しない場合

＞2ｍ

＞1ｍ

＜1ｍ

＜2ｍ
＞2ｍ

計画地盤 現地盤

切土

切土
盛土

③○

②○
①○

＜2ｍ

＜1ｍ

＜1ｍ

＜2ｍ
＜2ｍ

計画地盤

現地盤

切土＞2ｍ

切土＞2ｍ

30°

①×

②×

③×

盛土＞1ｍ

盛土＞1ｍ
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６．擁壁の設置を要しない切土のがけ

切土をした土地の部分に生ずる高さが２ｍをこえるがけ又はがけの部分については、施行規則第 23 条ただ

し書の規定により、その土質及び法面の勾配により、擁壁の設置を要しない場合がある。

また、擁壁の設置を要しない切土のがけの法面については、1号法面と2号法面に分類される。

法面の種類 1号法面 2号法面

がけの上端からの垂直距離 指定なし。 ５ｍ以内

土

質

軟岩 30°＜勾配≦60° 60°＜勾配≦80°

風化の著しい岩 30°＜勾配≦40° 40°＜勾配≦50°

砂利、真砂土等 30°＜勾配≦35° 35°＜勾配≦45°

(例)

勾配の目安

80° 1:0.2

60° 1:0.6

50° 1:0.9

45° 1:1.0

40° 1:1.2

35° 1:1.5

30° 1:1.8

７．切土法面の形状

がけ面を擁壁の設置を要しない法面勾配で切土をして仕上げる場合の形状は、盛土等防災マニュアルに基づ

いて施工する。

勾配の取り方は、単一勾配とする場合と土質により法面勾配を変化させる場合とがある。土質が深さ方向や

法面の縦横断方向にほぼ等しい場合には、通常単一勾配を採用する。さらに、土質が変化して均一でない場合

や土質が異なっている場合でも、必要とする勾配が最も緩い土質に対応した法面勾配に合わせれば、単一勾配

の法面としてよい。

また、土質により法面勾配を変化させる場合には、原則として上段の法面はその下段の法面よりも緩くする

ものとし、法面勾配の変化点には小段を設けるものとする。これは、地層は上層より下層が必ずしも硬い地層

とは限らず、軟らかい地層が硬い地層に挟まっている場合、土質による法面勾配を採用すると軟らかい地層部

分で法面が崩壊する恐れがあるからである。

小段の構造については、盛土等防災マニュアルにおいては、法高５ｍ程度ごとに幅１～２ｍの小段を設ける

こととなっているが、一般的には、法高５ｍ以内毎に幅１．５ｍ以上の小段を設け、その小段には反対方向に

５％の勾配をとり、排水施設を設けている。また、その法面には法面保護工を施工しがけ面を保護するものと

する。

(例)

5ｍ

がけの上端から

５ｍのライン

がけの上端

50°

70°

70°

切土の土質は軟岩

2号法面

1号法面

2号法面

擁壁を要

しないが

けの部分

がけの下端

１号2号にも該当し

ないので擁壁が必要

現地盤

軟岩

真砂土

風化の著しい岩

５ｍ

５ｍ

５ｍ 1:0.6

1:1.2

1:1.5
1.5ｍ

1.5ｍ法面保護工

5%

5%

上端、下端、小段には排水

施設を設置する。

5m 以内毎に 1.5m 以上の小

段を、最高高さが 15m を超

える場合は15m以内毎に4．

0m以上の幅広の小段を設置

すること。

※

※基準上は 1 号法面部分の高さを除くとなっているが、実際の法面は勾配が一定で

なく判断が難しいので除かずにがけの上端から５ｍで取り扱っている。
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８．盛土法面の安全性

（１）対象となる盛土法面

盛土法面の勾配は、３０°以下とする。なお、次のいずれかの場合は、盛土法面の検討を十分に行い安定計

算により法面形状を決定すること。

ⅰ 法の高さが１５ｍ以上の高盛土の場合

ⅱ 盛土が地山からの湧水の影響を受ける場合、若しくは傾斜角が１５°以上の原地盤（剥取り前後共）への片

切り片盛り、腹付け盛土、斜面上の盛土、谷埋め盛土などの場合

ⅲ 盛土箇所の原地盤が軟弱地盤や地滑り地等の場合

ⅳ 法面崩壊により隣接物（住居、公共物）に重大な影響を与える恐れがある場合

（２）盛土法面の検討に当っては、つぎの各事項に十分留意すること

① 安定計算

盛土法面の安定計算については円弧滑り面法により検討することを原則とする。また、円弧滑り面法のうち

簡便式（スウェーデン式）に依ることを標準とするが、現地の地形により滑り面が非円弧となる場合は状況に

応じた適切な滑り面の想定しそれに則した安定計算式を用いること。

② 設計強度定数

安定計算に用いる粘着力（Ｃ）及び内部摩擦角（φ）の設定は、盛土に使用する土を用いて、現場含水比及

び現場の締め固め度に供試体を作成し、せん断試験を行う事を原則とする。

③ 間隙水圧

盛土の施工に際しては、透水層を設けるなどして、盛土内に間隙水圧が発生しないようにすることが原則で

ある。しかし、開発事業区域内における地下水位又は間隙水圧は法面の安定性に大きく影響するため、安定計

算によって盛土法面の安定性を検証する必要がある。

この場合に盛土の下部又は側方からの浸透水による間隙水圧（ｕ）とし、雨水の浸透によって形成される地

下水による間隙水圧及び盛土施工に伴って発生する過剰間隙水圧を考慮する。これらの間隙水圧は、現地調査

による資料により算出することを原則とする。

④ 最小安全率

盛土法面の安定に必要な最小安全率（Ｆｓ）は、盛土施工直後においてＦｓ≧１．５で、地震時の安定計算

は、大地震時にＦｓ≧１．０とする。この場合の水平震度は０．２５（大地震）に建築基準法施行令第88条

第1項に規定するＺの数値を乗じて得た数値とする。

⑤ 盛土法面の形状

一般的に盛土全体は均質な材料で構成されているので法面勾配は単一勾配（３０°以下）とし、法高５ｍ毎

にほぼ水平に幅１．５ｍ以上の小段を設け、排水勾配を下段の法面と反対方向に２～５％の下り勾配をとり、

排水施設を設けること。 また、法高さが１５ｍを超える場合（切土と盛土で形成された法面を含む）は、高

さ１５ｍ毎に４．０ｍ以上の幅広小段を設置し、頂部法肩には防災小堤を設けることとする。

⑥ 法面の排水

法面の安定のためには、降雨による地表水及び浸透水、地山からの浸出水を集水し安全に流下させなければ

ならないので、全て小段に法面からの雨水などを集水し流下する小段排水溝を設置を要し、小段排水は縦排水

溝（管）に接続するが、排水の合流点、排水溝（管）の変化点（形式、寸法、流下方向等）は必ず排水桝を介

すること。

小段排水の構造はコンクリートＵ型溝などの耐久性のあるものとし、溝の両側はコンクリートを打設し洗掘

に耐える構造とする。 縦排水溝も溝の両側に小段排水同様の措置をし、排水桝への流入部と勾配の変化する
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部分にはコンクリート蓋などを設けることし、縦排水を管渠とする場合は埋設部の斜面上にコンクリートを打

設すること。また、使用するＵ型溝御呼び管には３ｍ毎にすべり止めを設けること。

排水桝は１５ｃｍ以上の泥溜めを設け、流水の減勢をさせることとし、コンクリート蓋などを設け溢水が生

じない構造とする。

（例）法面の構造

（例）小段排水                   （例）排水桝接続部

（例）縦排水(Ｕ字溝)                （例）縦排水(管渠)

５ｍ

５ｍ

５ｍ

５ｍ

１５ｍ

１．５ｍ以上

１．５ｍ以上

４ｍ以上

防災小堤

(法の全高が

１５ｍ以上の

場合は必要)

ヒューム管など

３０°以下

≒３０ｃｍ水勾配

２～５％

≒２０ｃｍ

≒３０

ｃｍ

１５ｃｍ

以上

コンクリー

ト蓋が必要

コンクリートの厚さは１０ｃｍ程度

コンクリートの厚さは１０ｃｍ程度

３ｍ毎にすべり

止めが必要

３ｍ毎にすべり止めが必要

水勾配１：３程度

流下方向

コンクリート

Ｕ型溝など

コンクリート

蓋が必要

コンクリート

を打設
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（３）常時の安定計算〔簡便法〕

簡便法のうち円弧滑り面法においては有効応力法又は全応力法のどちらかを選択するが、一般的に施行後長

時間経過した盛土の安定計算は、有効応力法により計算し、細粒土で急速に盛土する場合または、施工中及び

施行直後の安定計算は全応力法とする。

また、計算により土の安定を検討するには土の剪断特性を調べる必要があり、盛土の原地盤及び盛土材につ

いて剪断試験は、現地の施工条件と同じ条件で作成された供試体で試験を実施するが、全応力法と有効応力法

によって剪断時の応力の取り方が異なるので注意を要する。

〈有効応力法による場合〉

ＦＳ＝    ＝                    

〈全応力法による場合〉

ＦＳ＝    ＝                    

ＦＳ ： 安全率

ＭＲ ： 土塊の抵抗モーメント（ｋＮ・ｍ／ｍ）

ＭＤ ： 土塊の滑動モーメント（ｋＮ・ｍ／ｍ）

Ｗ ： 各スライスの単位長さ重量（ｋＮ／ｍ）

Ｕ ： 各スライスの滑り面上に働く間隙水圧（ｋＮ／㎡）

α ： 各スライスの滑り面の中点と滑り面円弧とする円の中心とを結ぶ直線が鉛直線となす角度（°）

ℓ ： 各スライスの滑り面の長さ（ｍ）

φ ： 盛土の内部摩擦角（°）

φ' ： 有効応力に関する盛土の内部摩擦角（°）

Ｃ ： 盛土内の粘着力（ｋＮ／㎡）

Ｃ' ： 有効応力に関する盛土粘着力（ｋＮ／㎡）

ＭＲ

ＭＤ

｛Ｃ'・ℓ ＋（Ｗcosα－Ｕ・ℓ ）tanφ'｝

Σ（Ｃ・ℓ ＋Ｗcosα・tanφ）

ΣＷsinα

ＭＤ ΣＷsinα

ＭＲ

鉛
直
線

ｒ

ｒ

O

滑り線

α

Ｗｎ

Ｗｎcosα

Δℓ ｎ

Ｗｎsinα

円弧滑り面法における各スライス（分割片）に働く力

（｢宅地防災マニュアルの解説[Ⅰ]｣宅地防災研究会編 ㈱ぎょうせい）
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（４）地震時の安定計算〔簡便法〕

一般的に円弧滑り面を仮定した震度法による安定計算とするが、予想される滑り面が円弧でない場合は複合

滑り面法等により計算すること。また、盛土内に地下水が存在することがあることから地震時においても法面

の安定性を損なうので地下水位の設定が必要である。

地震時の安定計算も常時と同様に有効応力法と全応力法による。全応力法で解析する場合には地震時に土中

に発生する間隙水圧を考慮しないで土の透水性に見合った排水条件による静的試験から求めた強度定数を用

いる。有効応力法で解析する場合には地震時に土中に発生する間隙水圧を考慮する。地震時に土中に発生する

間隙水圧は、測定を伴う繰返し三軸試験などから求めることができる。

また、土の地震時の強度は、常時と同様に基礎地盤の現位置で採取した不撹乱資料により室内試験の結果に

基づき、盛土についても現地の施工条件と同じ条件で作成された供試体で試験を実施する他、地震時の飽和し

た緩い砂質土での過剰間隙水圧の発生が伴う強度減少や、地震荷重の速度効果、繰り返し効果による粘性土の

強度変化等を考慮すること。

〈有効応力法による場合〉

ＦＳ＝         ＝                     

間隙水圧の測定を伴う繰り返し三軸試験による場合に用いることができる。

ＦＳ＝         ＝                     

〈全応力による場合〉

ＦＳ＝         ＝                     

ＦＳ   ： 安全率（地震時）

Ｍ'Ｒ  ： 地震時の土塊の抵抗モーメント（ｋＮ・ｍ／ｍ）

ΔＭ'Ｒ： 抵抗モーメントの増分

Ｍ'Ｄ  ： 地震時の土塊の滑動モーメント（ｋＮ・ｍ／ｍ）

Ｐ  ： 対策工の抵抗力（抑止力）（ｋＮ／ｍ）

     ＊地滑り抑止杭、グランドアンカー工、地下水排除工等の対策により異なる。

ｒ  ： 滑り面の半径（ｍ）

ｒ' ： 対策工の工法により決まるモーメントの腕の長さ

Ｗ    ： 各スライスの単位長さ重量（ｋＮ／ｍ）

Ｕ    ： 各スライスの滑り面上に働く間隙水圧（ｋＮ／㎡）

ｋｈ ： 設計水平震度（地震力の作用位置は各スライスの重心位置）

α    ： 各スライスの滑り面の中点と滑り面円弧とする円の中心とを結ぶ直線が鉛直線となす角度（°）

ｈ    ： 各スライスの滑り面を円弧とする円の中心と各スライスの重心との鉛直距離（ｍ）

ℓ     ： 各スライスの滑り面の長さ（ｍ）

φ    ： 盛土の内部摩擦角（°）

φ'   ： 有効応力に関する盛土の内部摩擦角（°）

Ｃ    ： 盛土内の粘着力（ｋＮ／㎡）

Ｃ'   ： 有効応力に関する盛土粘着力（ｋＮ／㎡）

ＣＵ     ： 各スライスの滑り面の非排水剪断動的強度

Ｍ'Ｒ＋ΔＭ'Ｒ

Ｍ'Ｄ

ｒΣ［Ｃ'・ℓ ＋｛Ｗ（cosα－ｋｈ・sinα）－Ｕ・ℓ ｝tanφ'］＋Ｐ・ｒ'

Σ（ｒ・Ｗsinα＋ｋｈ・Ｗ・ｈ）

Ｍ'Ｒ＋ΔＭ'Ｒ

Ｍ'Ｄ

ｒΣ（ＣＵ・ℓ ）＋Ｐ・ｒ'

Σ（ｒ・Ｗsinα＋ｋｈ・Ｗ・ｈ）

Ｍ'Ｒ＋ΔＭ'Ｒ

Ｍ'Ｄ

ｒΣ｛Ｃ・ℓ ＋（Ｗcosα－ｋｈ・Ｗsinα）tanφ｝＋Ｐ・ｒ'

Σ（ｒ・Ｗsinα＋ｋｈ・Ｗ・ｈ）
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（５）間隙水圧

間隙水圧は実測を行っても精度が良い値が求められない事から「道路土工－法面工・傾斜安定工指針」に

より、盛土下部に液状化の恐れがある土層が部分布する場合は土質試験あるいは動的強度試験を実施し過剰

間隙水圧を求めることとする。また、地震動により発生する過剰間隙水圧の値は直接的に繰り返し三軸試験

等を行って求めることとする。

O

α

ｒ

ｒ

鉛
直
線

ℓ

Ｗ

ｋｈ・Ｗ

ｈ

地震時の円弧滑り面法における各スライス（分割片）に働く力

滑り線

重心点

（「宅地防災マニュアルの解説[Ⅰ]」宅地防災研究会編 ㈱ぎょうせい）
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始

常時安定性の検討
の必要はあるか

常時の安定計算

（円弧滑り面法）

最小安全率は規定
以上か

設計条件の変更は
可能か

地震時安定性検討の

必要性はあるのか

最小安全率は規定
以上か

間隙水圧を考慮した

円弧滑り面法

設計水平震度の設定

変形量は許容範囲
に収っているか

変形解析

法面の詳細設計

終

設計条件の設定

法面形状・構造の設定

対策工法の検討

対策工法の検討

注１）：液状化の場合は過剰間隙水圧を考慮した計算をすること。

注２）：施工時の安全率は除くものとする

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

注１）

注２）

盛土法面の一般的な検討フロー

（｢宅地防災マニュアルの解説[Ⅰ]｣宅地防災研究会編 ㈱ぎょうせい）
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９．盛土全体の安全性

（１） 対象となる盛土造成

① 谷埋め型大規模盛土造成地

盛土を行う面積が 3,000 ㎡以上で盛土を行うことにより盛土部分に地下水が浸入する事が予想される造成

の場合

② 腹付け型大規模盛土造成地

盛土を行う前の地盤面が水平面に対して20°以上の角度があり、かつ盛土高さが5m以上の造成の場合

＊法面造成でなく擁壁を設ける場合も、盛土形態が上記の場合は基準を適用する。

盛土造成面積3,000㎡以上

浸透水

地下水位

ⅰ谷埋め型大規模盛土造成地のイメージ

原地盤の等高線

浸透水

地下水位

横断面

縦断面

原地盤の等高線

20°以上

ⅱ腹付け型大規模盛土造成地のイメージ

原地盤

5m以上

縦断面

造成平面

造成平面
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（２）盛土全体の検討に当っては、つぎの各事項に十分留意すること

① 安定計算

谷埋め型大規模盛土造成地の安全性について二次元の分割法による検討を、腹付け型大規模盛土造成地の安

全性については、二次元の分割法の簡便法による検討を標準とする。

② 設計強度定数

安定計算に用いる粘着力（Ｃ）及び内部摩擦角（φ）の設定は、盛土に使用する土を用いて、現場含水比及

び現場の締め固め度に供試体を作成し、せん断試験を行う事を原則とする。

③ 間隙水圧

盛土の施工に際しては、地下水排除工を設けるなどして、盛土内に間隙水圧が発生しないよう行うことが原

則である。しかし、開発事業区域内における地下水位又は間隙水圧は盛土全体の安定性に大きく影響するため、

安定計算によって盛土全体の安定性を検証する必要がある。

この場合に盛土の下部又は側方からの浸透水による間隙水圧（ｕ）とし、雨水の浸透によって形成される地

下水による間隙水圧及び盛土施工に伴って発生する過剰間隙水圧を考慮する。これらの間隙水圧は、現地調査

による資料により算出することを原則とするが、現地調査が困難な場合のみ適切な方法で推定する事を認める。

④ 最小安全率

盛土の安定については常時の安全性を確保し、地震時の安定計算は、大地震時にＦｓ≧１．０とする。この

場合の水平震度は０．２５（大地震）に建築基準法施行令第88条第1項に規定するＺの数値を乗じて得た数

値とする。

（３）地震時の安定計算

① 谷埋め型大規模造成盛土の検討

谷埋め型大規模盛土の滑り面は、複数の円弧・直線が複合した形態を成すのが一般的で、安定計算について

は二次元の分割法により検討すること。

また、盛土の滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力は、地盤の特性に応じ全応力法または有効応力

法により求める事とする。全応力法で解析する場合には、地震時に土中で発生する間隙水圧を考慮しないで土

の透水性に見合った排水条件による静的試験から求めた設計強度定数を用いることとし、有効応力法で解析す

る場合は地震時に土中に発生する間隙水圧は、間隙水圧の測定を繰り返し三軸試験などから求められる。

〈有効応力法による場合〉

ＦＳ＝       ＝                     

間隙水圧の測定を伴う繰り返し三軸試験による場合に用いることができる。

ＦＳ＝       ＝                     

〈全応力による場合〉

ＦＳ＝       ＝                     

ＦＳ   ： 安全率（地震時）

Ｍ'Ｒ  ： 地震時の土塊の抵抗モーメント（ｋＮ・ｍ／ｍ）

ΔＭ'Ｒ： 抵抗モーメントの増分

Ｍ'Ｒ＋ΔＭ'Ｒ

Ｍ'Ｄ

Σ〔［Ｃ'・ℓ ＋｛Ｗ（cosα－ｋｈ・sinα）－Ｕ・ℓ ｝tanφ'］・Ｒｔ〕＋Ｐ・Ｒｔ'

ΣＷ・Ｒｗ－ΣＷ（cosα－ｋｈ・sinα）・Ｒｒ＋Σｋｈ・Ｗ・Ｒｅ

Ｍ'Ｒ＋ΔＭ'Ｒ

Ｍ'Ｄ

ＲｔΣ（ＣＵ・ℓ ）＋Ｐ・Ｒｔ'

ΣＷ・Ｒｗ－ΣＷ（cosα－ｋｈ・sinα）・Ｒｒ＋Σｋｈ・Ｗ・Ｒｅ

Ｍ'Ｒ＋ΔＭ'Ｒ

Ｍ'Ｄ

Σ［｛Ｃ・ℓ ＋Ｗ（cosα－ｋｈ・sinα）tanφ｝Ｒｔ］＋Ｐ・Ｒｔ'

ΣＷ・Ｒｗ－ΣＷ（cosα－ｋｈ・sinα）・Ｒｒ＋Σｋｈ・Ｗ・Ｒｅ
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Ｍ'Ｄ  ： 地震時の土塊の滑動モーメント（ｋＮ・ｍ／ｍ）

Ｒｗ ： 各スライスの滑り面上の自重によるモーメントの腕の長さ（ｍ）

Ｒｒ ： 各スライスの滑り面上の底面反力によるモーメントの腕の長さ（ｍ）

Ｒｅ ： 各スライスの滑り面上に作用する地震力によるモーメントの腕の長さ（ｍ）

Ｒｔ ： スライスのそれぞれの滑り面のモーメントの腕の長さ（ｍ）

Ｒｔ' ： 対策工の工法により決まるモーメントの腕の長さ

Ｐ  ： 対策工の抵抗力（抑止力）（ｋＮ／ｍ）

     ＊地滑り抑止杭、グランドアンカー工、地下水排除工等の対策によって異なる。

Ｗ    ： 各スライスの単位長さ重量（ｋＮ／ｍ）

Ｕ    ： 各スライスの滑り面上に働く間隙水圧（ｋＮ／㎡）

ｋｈ     ： 設計水平震度（地震力の作用位置は各スライスの重心位置）

α    ： 次の式によって計算した各分割片の滑り面の勾配（ラジアン）

α＝tan （Ｈ／Ｌ）

この式においてＨ及びＬは、それぞれ次の数値を表すものとする

  Ｈ  ： 各スライスの滑り面の最下流端と最上流端の標高差を計測した数値（ｍ）

  Ｌ  ： 各スライスの滑り面の標高差を計測した二地点間の水平距離を計測した数値（ｍ）

ℓ     ： 各スライスの滑り面の長さ（ｍ）

φ    ： 盛土の内部摩擦角（°）

φ'   ： 有効応力に関する盛土の内部摩擦角（°）

Ｃ    ： 盛土内の粘着力（ｋＮ／㎡）

Ｃ'   ： 有効応力に関する盛土粘着力（ｋＮ／㎡）

ＣＵ     ： 各スライスの滑り面の非排水剪断動的強度

－１

Ｒｒ
Ｒｗ

ＲｔＲｅ

ｋｈ

Ｔｉ

Ｗ

Ｗ

ℓ

α

二次元の分割法における各スライス（分割片）に働く力〔地震力〕

（｢宅地防災マニュアルの解説[Ⅰ]｣宅地防災研究会編 ㈱ぎょうせい）
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② 腹付け型大規模造成盛土の検討

腹付け型大規模盛土の滑り面は、単一の円弧で構成されることから、「７．盛土法面の安全性 ④地震時の

安定計算〔簡便法〕に準じて二次元の分割法のうち簡便法により検討することとする。

10．盛土の施工上の留意事項

(１) 原地盤の処理

盛土の基盤となる原地盤の状態は、現場により様々で、現地踏査、土質検査等によって原地盤の適切な把

握を行う事が必要で、地表面下１０ｍまでの地盤に有機質土等、粘性土で標準貫入試験で得られるＮ値が２

以下若しくは、スウェーデン式サウディング試験において１００ｋｇ（１ｋＮ）以下で自沈するもの等で、

砂質土で標準貫入試験で得られるＮ値が１０以下若しくは、スウェーデン式サウディング試験において半回

転数（Ｎｓｗ）が５０以下のもの等が軟弱地盤対策が必要な地盤とする。

調査の結果、軟弱地盤としての対策が必要な場合は｢宅地防災マニュアルの解説 Ⅸ軟弱地盤対策｣による

こととするが、有機質土等は全て剥ぎ取ることを原則とする。また、盛土施工に先立ち必要に応じて次の原

地盤の処理を行うこととする。

ⅰ 抜開除根及び除草

ⅱ 有機質土の剥ぎ取り

ⅲ 排水溝、サンドマットを単独若しくは併設

ⅳ 極端な凹凸及び段差は平坦に均し、締め固める

(２) 傾斜地盤上の盛土

  原地盤の勾配が１５°以上の勾配に盛土を行う場合は、盛土の滑動及び沈下が生じないように表土を完全

に除去し段切りを行う、この場合に最小高さ５０cm，最小幅１００cmで段切りを行い、頂部については１：

４の勾配で原地盤の表土除去の部分に切り合わせること。また、谷埋め盛土の場合は勾配にかかわらず段切

りを行うこととする。

(３) 盛土材料

  盛土材料は、良質土により盛土を行うこととする。良質土とは、以下に示す特性を有していること。

ⅰ 練固め後の強度が大きく圧縮性が少ないこと

ⅱ 敷き均し及び練り固め施工が容易なこと

ⅲ 雨水などによる浸食及びスレーキングに対して耐力があり、吸水による膨潤性が低いこと

  一般的に使用されているが粒度分布のよい砂礫土及び砂質土については地下水位が高い場合に地震時の繰

返し荷重により液状化現象が起きやすいので使用箇所の選定に注意が必要。

現地で発生する破砕岩・岩塊玉石等の場合で最大寸法が１０㎝、径が３．７５㎝以上のものの混入率が４

０％以下とする。岩塊玉石の場合は盛土下部層で岩径が概ね３０㎝以下の転石を含む土砂で、施工に際して

間隙部分に土を十分充填できる場合に限り使用が可能とする。

粘性土又はシルト等については安定化処理を前提としての使用は認めるが現状ままの使用は切土、運搬、

盛土、転圧を行うことにより土の脆弱化が進むことから認められない。また、ベントナイト、酸性白土、腐

植土等については造成地に悪影響を及ぼすので盛土材料としての一切の使用を認めない。

(４) 敷均し

  盛土材料の敷均しは水平薄層で行い、敷き均し厚（まき出し厚）については３０㎝以下とする。
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(５) 含水量調節及び安定化処理

  含水量の調節は、盛土材料の自然含水比が締固め時の施工含水比の範囲内で施工できるように、ばっき処

理、散水処理などを行うこと。

  また、安定化処理については、石灰、セメント等を添加し科学的に安定化させる方法と、高分子材を添加

し土の細粒分を団粒化し安定させる方法があり、両者共この決定については現地で試料を採取の上、予備的

な試験を行い施工する事とする。

(６) 締固め

  盛土の締固めについては、敷き均し毎（３０ｃｍ）の締固めを行い、各層毎にプルフローリングを実施し、

脆弱部が無いことを確認後に次工事に取掛かること。特に切土と盛土の接合部は十分に締固めることとする。

  また、盛土材の品質並びに締固め基準について「７．盛土法面の安全性 （１）対象となる盛土法面」に

該当する場合は盛土の特性試験を実施の上締め固め度Ｄｃ管理若しくは空気間隙率Ｖａ管理により基準値

を決定し必要に応じて締め固め度管理は水浸（コンプス）沈下、スレーキング沈下の検討し、空気間隙率管

理も盛土材の圧密沈下の検討によること。

ただし盛土量が３０，０００ｍ3以上若しくは擁壁延長が４００ｍ以上の場合はＲＩ計器を用いた管理のこ

と。盛土量及び擁壁延長が下まわる場合は砂置換法等により管理しても良い。

① 砂置換法による土の密度試験（JISA1214）最大粒径５３㎜までの土に適用

② 突き砂による土の密度試験（JGS1611）最大粒径１５０㎜までの土に適用

③ 水置換による土の密度試験（JGS1612）砂置換法などが困難な土の場合に適用

④ コアカッターによる土の密度試験（JGS1613）細粒土に適用

(７) 特殊工法など

   ジオテキスタイル、ジオグリット、その他帯状金属板などの補強材を用いて盛土を行う補強盛土工法は、

補強材を層状に敷設して土との摩擦力により盛土を安定させているので、盛土上部で建築物などの建築時に

掘削、杭打ちによる補強材の損傷、土圧の低下により盛土の崩壊するなど思わぬ事故が発生する。

そのことから本工法は国、県、地方公共団体若しくは同程度の者が、恒久的に維持管理する運動場、道路、

公園とこれらと同等の施設で、構造物（下部構造に影響を与えない小規模な構造物を除く）を設置しない部

分に限りその使用を認める。
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宅地地盤盛土

盛土材の特性試験

・土の粒度試験（JIS A 1204）

・土粒子の密度（JIS A 1202）

・土の締固め試験（JIS A 1210）

・土の室内コーン指数試験

締固め度Ｄｃ管理

（細粒分含有率＜２０％）

空気間隙率Ｖａ管理

締固め度Ｄｃ管理

（２０％≦細粒分含有率＜５０％）

空気間隙率Ｖａ管理

（５０％≦細粒分含有率）

コーン指数ｑｃ

≧400kN/㎡

コーン指数ｑｃ

≧200kN/㎡

土質改良

施工上の工夫

土の締固め試験と同様な含水比調整試料を用いた

土のコーン指数試験

（コーン指数ｑｃ≧400(200)kN/㎡となる含水比設定）

締め固め度Ｄｃ管理（ＲＩ）

ＧＬ   ０～－０．５ｍ→Ｄｃ≧８７％

ＧＬ－０．５～－２．５ｍ→Ｄｃ≧９０％

ＧＬ－２．５～－５．５ｍ→Ｄｃ≧８７％

コーン指数ｑｃ≧400kN/㎡（ｑｃ≧200kN/㎡）

追加試験

空気間隙率Ｖａ管理（ＲＩ）

ＧＬ   ０～－０．５ｍ→Ｖａ≧１３％

ＧＬ－０．５～－２．５ｍ→Ｖａ≧１０％

ＧＬ－２．５～－５．５ｍ→Ｖａ≧１３％

コーン指数ｑｃ≧400kN/㎡（ｑｃ≧200kN/㎡）

必要に応じて

水浸（コラプス）沈下の検討

スレーキング沈下の検討

必要に応じて

盛土材の圧密沈下の検討

盛土の締固め基準値の決定

ルートＡ ルートＢ ルートＣ

ＮＯ ＮＯ

ＹＥＳ ＹＥＳ

宅地地盤盛土の締固め基本設計フロー

＊ 地表面より５．５ｍ以深の盛土地盤の目標値は２．５ｍ～５．５ｍまでの値と同様とする。

＊ ＲＩ計器の締固め基準は平均値で設定

＊ 道路・河川などの場合はＤｃ≧９０％、Ｖａ≧１０％、ｑｃ≧400kN/㎡に読み替える。

（都市基盤整備公団「宅地土工指針(案)」平成14年6月）
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宅地擁壁埋戻し

盛土材の特性試験

・土の粒度試験（JIS A 1204）

・土粒子の密度（JIS A 1202）

・土の締固め試験（JIS A 1210）

・土の室内コーン指数試験

締固め度Ｄｃ管理

（細粒分含有率＜２０％）

空気間隙率Ｖａ管理

締固め度Ｄｃ管理

（２０％≦細粒分含有率＜５０％）

空気間隙率Ｖａ管理

（５０％≦細粒分含有率）

コーン指数ｑｃ

≧400kN/㎡

土質改良及び施工上の工夫の検討

締め固め度Ｄｃ管理（ＲＩ）

ＧＬ   ０～－０．５ｍ→Ｄｃ≧８７％

ＧＬ－０．５～－２．５ｍ→Ｄｃ≧９０％

ＧＬ－２．５～－５．５ｍ→Ｄｃ≧８７％

コーン指数ｑｃ≧400kN/㎡

空気間隙率Ｖａ管理（ＲＩ）

ＧＬ   ０～－０．５ｍ→Ｖａ≧１３％

ＧＬ－０．５～－２．５ｍ→Ｖａ≧１０％

ＧＬ－２．５～－５．５ｍ→Ｖａ≧１３％

コーン指数ｑｃ≧400kN/㎡かつ締固めた土の

ＳＷＳ試験等より定める

必要に応じて

水浸（コラプス）沈下の検討

スレーキング沈下の検討

必要に応じて

盛土材の圧密沈下の検討

盛土の締固め基準値の決定

・土の締固め試験と同様な含水比調整試料を用いた

締固めた土のコーン指数試験

・土の締固め試験と同様な含水比調整試料を用いた

締固めた土のＳＷＳ試験

追 加 試 験

ルートＤ ルートＥ ルートＦ

宅地擁壁の埋戻し土の締固め基本設計フロー

ＮＯ

ＹＥＳ

＊ 地表面より５．５ｍ以深から基礎底盤の盛土地盤の目標値は２．５ｍ～５．５ｍまでの値と同様とする。

＊ ＲＩ計器の締固め基準は平均値で設定

＊ 道路・河川などの場合はＤｃ≧９０％、Ｖａ≧１０％、ｑｃ≧400kN/㎡に読み替える。

（都市基盤整備公団「宅地土工指針(案)」平成14年6月）
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11．地下水排除工

地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じる恐れがある場合は盛土内に地下水排除工を設置して地下水の

上昇を防ぎ、盛土の安定を図る必要があることから、「７．盛土法面の安全性 ①対象となる盛土法面」に該当

する場合は、地下水排除工を設置すること。

また、盛土の地下水には降雨による浸透水と山地からの浸出水、地盤・盛土の圧密排水が考えられ、地下水

排除工は盛土施工中から造成完了以降に渡り機能する設計が必要で、山地からの浸出水が相当量を占めるが降

雨浸透水と地盤・盛土の圧密排水を含めた値を採用すること。

（例）地下水の各構成成分

(１) 地下水排除工の役割

地下水排除工は盛土の施工前の原地盤に設置され、宅地造成工事の各段階に排水機能を発揮し、施工性を

高めるための準備排水と盛土全体の安定を保つための基底排水の目的から、地盤に含まれる過剰水分の吸水

と、それを停滞なく流下する役割に分けられる。

したがって、計画・設計からそれぞれの役割を達せられるように配置・構造を決定すること。

① 本暗渠………地下水の吸水と流水の地下水を流下させる暗渠で、管材を必ず使用し流域に少なくとも

一本以上敷設し所定の通水能力を有するもの

② 補助暗渠……流域に存在する地下水を効率よく吸水し、本暗渠に導き入れる暗渠

(２) 地下水排除工の形式

本暗渠を設置しようとする現地の湿潤、浸出水の有無、施工区の広さにより排水の必要とされる期間や重

要度が異なり、造成工事中の排水を主な目的するⅠ型暗渠と、造成工事中から造成完了後も継続して積極的

な排水が必要なⅡ型暗渠となり、開発許可はⅡ型暗渠を標準とする。

Ⅱ型暗渠は永久構造物となることから流下・構造等について詳細な設計を行うこと。

(３) 地下水排除工の配置

排水は自然流下とし各工区の状況により配置するが、浸出水などが原地盤の斜面にない限り、地下水は盛

土下部の低地部に集まることから、谷の低地部に配置することとする。

また、自然流下方式であるので一般的に本暗渠を谷の低地部に敷設し、補助暗渠をそれより高い斜面上に

配効果的に配置するが、地山からの浸出水がある場合は浸出地点に積極的に本暗渠を敷設し盛土内への地下

水流入を防ぐことで盛土全体の安全性に寄与することとなる。

暗渠の配置間隔は４０ｍ以下を標準とし、低地部が湿潤状態にある原地盤では２０ｍ以下とすること。

降雨浸透水

地山

盛土

地下水位

軟弱層

圧密排水

難透水層

浸出水
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（例１）くし歯式

（例２）肋骨式

（例３）遮断式

(３) 地下水排除工の機能

一般的な暗渠は管材と周囲のフィルター材で構成され、管については吸水機能を有する有孔管・透水管等

と通水を目的とする無孔管とがあり、有孔管等はその性質上漏水は避けられず法面の近辺への配置は、滑り

を誘発する恐れがあるため配置できない。

本暗渠

補助暗渠

補助暗渠

本暗渠

施工区が一方に向かって緩やかに傾斜し、一様に湿潤状態の場合に適用する

補助暗渠

補助暗渠

本暗渠

施工区が両側から中央に向かって緩やかに傾斜し、中央が窪地の場合に適用する

本暗渠

本暗渠
補助暗渠

地山からの浸出水が多い場合は、浸出地点に積極的に本暗渠を敷設し盛土内

へ地下水の流入を防ぐ。谷幅が広い場合には他の排水と併用すること。

流下方向

流下方向

流下方向

本暗渠
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(４) 地下水排除工の設置基準

盛土内への浸透の防止のため、暗渠は湧水の起点部付近に敷設と施工区の面的な排水ができる配置とする。

① 一般的に本暗渠は谷の低地部に設置し、特に浸出水が多い部分にも敷設する。

② 自然流下方式とし放流先の手前に排水桝を設置する。

③ トレンチの掘削が困難な地盤への設置は避ける。

④ 暗渠の間隔は４０ｍを標準とし軟弱地盤に設置する場合は２０ｍ間隔とする。

⑤ 排水量は通常は２．５ℓ /ｓ/ｈａとし、背後地に山地がある場合は３．０ℓ /ｓ/ｈａとする。

⑥ 暗渠の通水能力の算定はマニングの公式を使用し、勾配は単位区間の平均値とする。

(５) 地下水排除工の構造計算

Ⅱ型管渠は造成完了後も計画排水量を流下できるよう構造を維持する必要があり、作用する荷重に対して

耐える構造体とすること。

① 鉛直荷重

鉛直荷重ｑｄは次式により求める

ｑｄ＝γ・Ｈ

ｑｄ ： 鉛直土圧（kN/㎡）

γ ： 盛土の単位体積重量（kN/㎡）

Ｈ ： 設計最大盛土高（ｍ） 〔Ｈは、最終盛土高でなく造成中・工事完了後を通じての最高とする〕

② 水平土圧

ⅰ不撓性管の場合

Ｐｄ１＝ｑｄ・ｋ

Ｐｄ２＝（ｑｄ＋γ・Ｄ）ｋ

Ｐｄ１  ： 管頂の深さでの水平土圧（kN/㎡）

Ｐｄ２  ： 管底の深さでの水平土圧（kN/㎡）

ｑｄ   ： 管頂における鉛直土圧（kN/㎡）

ｋ   ： 水平方向の土圧係数（＝０．５）

γ   ： 土の単位体積重量（kN/㎡）

Ｄ   ： 管の外径（ｍ）

ⅱ可撓性管の場合

Ｐｄｍａｘ．＝

Ｐｄｍａｘ． ： 管側中央に作用する鉛直土圧（kN/㎡）

Ｆ      : 変形遅れ係数（＝１．５）

ｋ      ： 鉛直土圧による管の垂直方向たわみ係数

（基礎の有効支承角60°の場合k=0.102 90°の場合k=0.096 120°の場合k=0.089）

ｑｄ     ： 管頂における鉛直土圧（kN/㎡）

Ｒ      ： 管厚中心までの半径（ｍ）

Ｅ      ： 管材のヤング係数（kN/㎡）

（硬質塩化ビニール材3.0×10 硬質ポリエチレン材1.0×10 鋼材2.1×10）

Ｉ      ： 単位管長あたりの管壁の断面二次モーメント（ｍ / ｍ）

Ｅ'     ： 埋戻し土の反力係数（kN/㎡）

（基礎の有効支承角60°の場合2.5×10 90°の場合3.5×10 120°の場合4.5×10 ）

２・Ｆ・ｋ・ｑｄ・Ｒ

Ｅ・Ｉ＋０．０６１・Ｅ'・Ｒ３

４

8 8

4

5 5 5
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③ 基礎の形状と支承角

計算に用いる管基礎の有効支承幅は基礎の形状から下記の表より選択すること。

  基礎

支承角

砂基礎（自由支承） コンクリート基礎（固定支承）

断面 適用管種 断面 適用管種

吸水渠 集水渠 吸水渠 集水渠

６０° 有孔管 無孔管

９０° 有孔管 無孔管 不撓性

有孔管

不撓性

無孔管

１２０°

空隙コ

ンクリ

ート管

無孔管 不撓性

有孔管

不撓性

無孔管

１８０° 不撓性

有孔管

不撓性

無孔管

管材に生じる最大曲げモーメントは次表により求めること

荷重
有効支核承角

（２θ°）

最大曲げモーメント

Ｍｍａｘ．（kN・m/m）

圧鉛直土

６０ ０.３７７ｑｄ・Ｒ

９０ ０.３１４ｑｄ・Ｒ

１２０ ０.２７５ｑｄ・Ｒ

１８０ ０.２２０ｑｄ・Ｒ

水平土圧 ０～１８０ -（０.１０４Ｐｄ ＋０.１４６Ｐｄ ）・Ｒ

ｑｄ ： 管頂における鉛直土圧（kN/㎡）

Ｒ  ： 管厚中心までの半径（ｍ）

Ｐｄ１ ： 管頂の深さでの水平土圧（kN/㎡）

Ｐｄ２ ： 管底の深さでの水平土圧（kN/㎡）

④ 安全性の判定

ⅰ不撓性管

次の条件を満足する事

Ｆｓ＝      ≧１．２

Ｆｓ    ：安全率

ＭＲ    ：管材のひび割れ抵抗モーメント（kN･ｍ/ｍ）

Ｍｍａｘ． ：設計荷重が作用したときに、管材に生じる最大曲げモーメント（kN･ｍ/ｍ）

無筋

コンクリート

砂

砂

砂

クラッシャーラン

若しくは砂

クラッシャーラン

若しくは砂

無筋

コンクリート

無筋

コンクリート

ＭＲ

Ｍｍａｘ．

90°

120°

90°

１ ２

２

２

２

３

２
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ひび割れ抵抗モーメントは次式で求めること

ＭＲ＝０．３１８・Ｐｃ・Ｒ

Ｐｃ    ：ひび割れ試験荷重（kN/ｍ）

Ｒ     ：管厚中心までの半径（ｍ）

ⅱ可撓性管

次の条件を満足する事

Ｆｓ＝    ≧１．２

Ｆｓ ： 安全率

σａ ： 管材の比例限界撓み率（％）

σ  ： 設計荷重が作用したとき、管材に生じる扁平撓み率（％）

比例限界撓み率は、ある値を超すとクリープ現象を呈して急激に増大した時をいい、可撓性管の場合は

比例限界を超えて撓みが進行しても直ちに破断する事はないが、所定の通水断面が確保できなくなるので

比例限界撓み率は５％とする。

管材に生じる扁平撓み率は次式により求めること

ΔＤ＝

ΔＤ   ： 扁平撓み量（ｍ）

Ｆ    ： 変形遅れ係数（＝１．５）

ｋ    ： 鉛直土圧による管の垂直方向たわみ係数

（基礎の有効支承角60°の場合k=0.102 90°の場合k=0.096 120°の場合k=0.089）

ｑｄ   ： 管頂における鉛直土圧（kN/㎡）

Ｒ    ： 管厚中心までの半径（ｍ）

Ｅ    ： 管材のヤング係数（kN/㎡）

（硬質塩化ビニール材3.0×10 硬質ポリエチレン材1.0×10 鋼材2.1×10）

Ｉ    ： 単位管長あたりの管壁の断面二次モーメント（ｍ / ｍ）

Ｅ'   ： 埋戻し土の反力係数（kN/㎡）

（基礎の有効支承角60°の場合2.5×10 90°の場合3.0×10 120°の場合4.5×10 ）

扁平撓み率 ：σ（％）は、

σ＝    ×１００ と表される

σ

σａ

Ｅ・Ｉ＋０．０６１Ｅ'・Ｒ

２・Ｆ・ｋ・ｑｄ・Ｒ４

３

8 8

4

5 5 5

ΔＤ

２Ｒ

宅地防災マニュアルの解説〔Ⅰ〕宅地防災研究会編 ㈱ぎょうせい
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12．盛土内排水層

地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じる恐れがある場合は盛土内に地下水排除工を設置して地下水の

上昇を防ぐ場合に、併せて盛土内に一定の高さ毎に水平排水層（透水性高い山砂、ジオテキスタイル等）を盛

土材間に設けることにより地下水の上昇を防ぐとともに、降雨による浸透水を速やかに排除する必要があるこ

とから、「７．盛土法面の安全性 ①対象となる盛土法面」に該当する場合は、水平排水層を設置すること。

また、一般的な水平排水層の設置目的は、施工中の間隙水圧の低下、降雨による浸透水の排水及びに盛土内

の含水比を低下等の為であり、ジオテキスタイルの場合に高さ２～３ｍ間隔に、山砂の場合で約５ｍ間隔（小

段毎）に設置すること。

(１) 浅層排水層

主に雨水の浸透による、法面の浸食及び表層滑りを防止する目的により設ける。

一般的な例

(２) 深層排水層

主に背後地が山地等により浸出水等が考えられる場合（「８．盛土全体の安全性 ①対象となる盛土造成」

に該当する場合に設置が必要）または、盛土箇所の原地盤が軟弱地盤や地滑り地等の場合に設置すること。

（例１）

H

有害な雨水浸透層

ⅰ排水層は少なくとも小段毎に設置すること（ジオテキスタイルは小段間にも設置）

ⅱ小段間に設けられる水平排水孔は、法面の洗掘防止対策を施すこと

ⅲ排水層の設置長さ（L）は設置高さ間隔（H）の１／２以上かつ有害な雨水浸透層よりも深い位置から設置こ

と（土質試験等により求められた雨水浸透厚以外の場合は３ｍ以上の値とること）

湧水箇所に地下水排除工を設置

i=4～5％

ⅰ 深層排水層は小段毎に設置すること

ⅱ 計算により導き出された滑り線より２ｍ奥まで敷設する事（L+ℓ ）

ⅲ 敷設勾配は４～５％に設置

ⅳ 砂、ジオテキスタイル等を使用した場合の円弧滑り検討に滑り抵抗力は

無いものとして検討すること（補強盛土工法とは別目的で仕様も異なる）

円弧滑り崩壊面

@10m

2～3m

ジオテキスタイルW=2.5m

L

ℓ ≧２ｍ

L

i=4～5％
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（例２）

その他、水平排水層を樹脂板等特殊材を使用の場合はメーカー仕様によるが、樹脂板を使用する場合の盛土

の安定性についての検討は、土の内部摩擦角が変化するので十分留意すること。

L1≧2H1流出防止施設

i=4～5％

L2≧2H2

L3≧2H3

L4≧2H4

H1

H2

H3

H4

ⅰ深層排水層は小段毎に設置すること

ⅱ盛土頂部より設置高の二倍以上（L≧2H）

ⅲ敷設勾配は４～５％に設置

ⅳ水平層の厚さ 砂の場合15㎝以上

礫の場合30㎝以上
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13．擁壁を設置しないがけ面の保護

ア 開発行為によって生ずるがけ面は，擁壁でおおう場合を除き石張り，芝張り，モルタルの吹付け等に

よって風化その他の浸食に対して保護しなければならない。

イ 擁壁でおおわないがけ面，がけでない盛土のり面（Ｈ＝１．０ｍ以上）及び切り土（Ｈ＝２．０ｍ以

上）若しくは、傾斜角３０度をこえる硬岩盤で必要と認められる斜面についてはのり面保護工を施工す

ること。

ウ のり面保護工の選定にあたっては，長期的な安定確保を主目的として現地のり面の岩質，土質，土壌

硬度，ｐＨなどの地質・土質条件，湧水の状況，寒冷地かどうかといった気象条件，のり面の規模やの

り面勾配などを考慮するほか，施工条件および環境保全のことも考慮すること。

エ のり面保護工は切土又は盛土がある程度まとまって完了したら直ちに着手するものとし，工法は次に

掲げるものとすること。

分

類
工     種 目  的  ・  特  徴 備  考

(A)

植

生

工

種 子 散 布 工

客 土 吹 付 工

厚 層 基 材 吹 付 工

張 芝 工

植 生 マ ッ ト 工

浸食防止，

凍上崩落抑制，全面植生(緑化)

一般的に植

生最大限界

勾配は６０

度とされて

いるため，そ

れ以上の斜

面の場合は

Ｂ分類の工

法を考える

こと。

植 生 筋 工

筋 芝 工
盛土のり面の浸食防止，部分植生

土 の う 工

植 生 穴 工

樹 木 植 栽 工

不良土，硬質土のり面の浸食防止，部分植生

環境保全，景観

(B)

構

造

物

に

よ

る

の

り

面

保

護

工

モ ル タ ル 吹 付 工

コンクリート吹付工

石 張 工

ブ ロ ッ ク 張 工

プ レ キ ャ ス ト 枠 工

厚さ８cm 以上  いずれも

厚さ20cm以上  鉄鋼入り     風化，

浸食防止

中詰めが土砂やぐり石の空詰めの場合は浸食防止

コ ン ク リ ー ト 張 工

吹 付 枠 工

現場打コンクリート枠工

ア ン カ ー 工

のり面表層部の崩落防止，多少の土圧を受けるお

それのある箇所の土留め，岩盤剥落防止

編 柵 工

じ ゃ か ご 工
のり面表層部の浸食や湧水による流失の抑制

落 石 防 止 網 工 落石防止

石積，ブロック積擁壁工

ふ と ん か ご 工

井 桁 組 擁 壁 工

コンクリート擁壁工

く い 工

補 強 土 工

ある程度の土圧に対抗（抑止工）
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のり面保護工選定のフロー（宅地防災マニュアル）
  切土のり面及び盛土のり面におけるのり面保護工選定のフローを図－①及び図－②に示す。
『道路土工－のり面工・斜面安定工指針』(社)日本道路協会 昭和６１年１１月，一部加筆

始

安定勾配が確
保できるか

擁壁工
くい工

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工

補強土工

土の硬軟

軟 岩土 砂 硬 岩

風化しや
すいか

湧水がある
か

風化が進んでも崩壊
を生じないような安
定勾配が確保できる
か

植生がつき
やすいか

厚層基材吹付

工，つる植物な

どの利用，植生

穴工，

土のう工

つる植物，

緑化ブロックな

どの利用
無処理

植生工

厚層基材吹付工（植

生穴工を除く）

プレキャスト枠
工

種子吹付工
編柵工

植生穴工，
土のう工

石張工

ブロック張工

コンクリート張工

＜密閉型＞

切直しは
可能か

緑化が可能
な勾配か

緑化の必要
があるか

きれつが
多いか

落石のおそ
れがあるか

湧水が
あるか

浸食を受け
やすいか

ふとんかご工
吹付枠工

現場打コンク
リート枠工
＜開放型＞

じゃかご工
プレキャスト枠工

(栗石詰)
＜開放型＞

吹付枠工
モルタル，
コンクリート

吹付工
＜密閉型＞

落石防止網工，吹付枠工，モルタ
ル，コンクリート吹付工
現場打コンクリート枠工，
ロックボルト工など

「落石対策便覧」参照

注 １）

ＹＥＳ
注 ２）

ＮＯ

注 ４）

ＮＯ

ＮＯ
ＮＯ

ＮＯ ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯＮＯ

ＹＥＳＹＥＳ
ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ
ＹＥＳ

ＹＥＳ ＹＥＳ

ＹＥＳＹＥＳ

ＹＥＳ

注 ３）

注 10）

注 ７）

注 ５）

注 ６）

注 ９）

注 ８）

図―① 切土のり面におけるのり面保護工選定のフロー
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注１）地山の土質に応じた安定勾配としては，８４ページに示した切土のり面の勾配を目安とする。

また，安定勾配が確保できない場合の対策として，切直しが可能な場合は切直しを行う。

注２）土の硬軟の区分は，「道路土工－土質調査指針」等によるものとする。

注３）緑化が可能な勾配としては，６０度（約１：０．６）程度よりゆるい勾配を目安とする。

注４）第三紀の泥岩，けつ岩，固結度の低い凝灰岩，蛇紋岩などは切土による応力解放，その後の乾燥湿潤の

繰返しや凍結融解の繰返し作用などによって風化しやすい。

注５）風化が進んでも崩壊を生じないような安定勾配としては，密実でない土砂の標準のり面勾配の平均値程

度を目安とする。

注６）風化の著しい軟岩では，比較的植生がつきやすいが，風化がそれほど進んでいない場合には，緑化基礎

工を設置して客土吹付工を行う必要がある。なお，植生工がつきにくい場合には，のり面を切り直して勾

配を緩くすることもある。

注７）シラス，マサ土，山砂，段丘礫層など，主として砂質土からなる土砂は表面水による浸食に特に弱い。

注８）および注９）緑化の必要性の有無，重要度，施工性などを勘案して判断する。

注 10)主として安定度の大小によって判断し，安定度が特に低い場合にふとんかご工，吹付枠工，現場打コン

クリート枠工を用いる。

注11)浸食を受けやすい盛土材料としては，マサ土，シラスや砂質土などがあげられる。
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図―② 盛土のり面におけるのり面保護工選定のフロー


